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※ご契約の自動車が故障により走行不能となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の自動車の故障損害に対して、車両保険金額または
100万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いします。なお、ご契約の自動車が走行不能となり、レッカーけん引することについ
て、あらかじめ損保ジャパンの承認を得る必要があります。
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●保険期間の途中でセットすることはできません（車両入替と同時にセットする場合を除きます。）。
●自動車販売店等が提供している延長保証契約に加入されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延長保証契約の内容をご確認ください。

★「THE クルマの保険」は個人用自動車保険、「SGP」は一般自動車保険のペットネームです。 
★このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項等説明書」などをご覧ください。 詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

【セット上の注意】

【対象契約】
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※1 車両保険金額が100万円を下回る場合は車両保険金額を上限とします。
【例】 車両保険金額が80万円、修理費が110万円の場合、80万円のお支払いとなります。

「THE クルマの保険」、「SGP」で次の条件をすべて満たす契約
●車両保険を適用した自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）のご契約であること。 
●ご契約期間の初日の属する月が、ご契約の自動車の初度登録（検査）年月の翌月から起算して60か月以上であること。
●記名被保険者を個人としたノンフリート契約であること。
●次の自動車を対象としたご契約でないこと。  
・レンタカー　・教習用自動車　・構内専用車　・改造車　・並行輸入車　・外務省登録自動車
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お問い合わせ先

〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1
＜連絡先＞https://www.sompo-japan.co.jp/contact/

SOMPOグループの一員です。
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